
建物等の取得価額に対し、特別償却25％又は税額控除7％

建物等の取得価額に対し、特別償却15％又は税額控除4％

移転型事業

拡充型事業

＊1 「中小企業者」とは、租税特別措置法に定義される中小企業者を言います。


